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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 0 月 4 日 ( 2 0 2 2 . 1 0 . 4 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 種 々 の 情 報 に 応 じ て ブ レ ー キ 液 圧 を 自 動 制 御 す る 制 御 装 置 （ ７ ０ ） を 有 す る 鞍 乗 型 車 両  
の ブ レ ー キ シ ス テ ム に お い て 、
　 操 向 ハ ン ド ル （ ２ ） に 取 り 付 け ら れ た 回 動 式 の ス ロ ッ ト ル 操 作 子 の ス ロ ッ ト ル 開 度 （ Ｔ  
ｈ ） を 検 出 す る ス ロ ッ ト ル 開 度 検 出 手 段 （ ９ １ ） を 具 備 し 、
　 前 記 制 御 装 置 （ ７ ０ ） は 、 ブ レ ー キ の 自 動 制 御 開 始 時 に 前 記 ス ロ ッ ト ル 操 作 子 の 操 作 を  
検 知 し た 際 に 、 前 記 ス ロ ッ ト ル 開 度 （ Ｔ ｈ ） が 所 定 閾 値 （ Ｔ ｈ １ ） 未 満 の 場 合 は 前 記 自 動  
制 御 を 継 続 し 、
　 前 記 ス ロ ッ ト ル 開 度 （ Ｔ ｈ ） が 所 定 閾 値 （ Ｔ ｈ １ ） 以 上 の 場 合 に は 解 除 し 、
　 前 記 制 御 装 置 （ ７ ０ ） は 、 ブ レ ー キ の 自 動 制 御 中 に 前 記 ス ロ ッ ト ル 操 作 子 の 回 動 操 作 を  
検 知 し た 際 に 、 前 記 ス ロ ッ ト ル 開 度 （ Ｔ ｈ ） が 所 定 閾 値 （ Ｔ ｈ １ ） 以 上 で あ っ て も 、 前 記  
ス ロ ッ ト ル 操 作 子 の 回 転 角 速 度 （ ω ） が 所 定 閾 値 （ ω １ ） 未 満 で あ る 場 合 は 前 記 自 動 制 御  
を 継 続 し 、
　 前 記 ス ロ ッ ト ル 操 作 子 の 回 転 角 速 度 （ ω ） が 所 定 閾 値 （ ω １ ） 以 上 の 場 合 に は 解 除 す る  
こ と を 特 徴 と す る 鞍 乗 型 車 両 の ブ レ ー キ シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
ブ レ ー キ キ ャ リ パ Ｂ Ｒ が 支 持 さ れ て い る 。 車 幅 方 向 右 側 の ピ ボ ッ ト フ レ ー ム Ｆ ３ に は 、 運  
転 者 の 右 足 で 操 作 す る 後 輪 ブ レ ー キ 操 作 子 と し て の ブ レ ー キ ペ ダ ル ６ ０ が 揺 動 自 在 に 軸 支  
さ れ て い る 。
［ ０ ０ １ ７ ］
　 ヘ ッ ド パ イ プ Ｆ １ の 車 体 前 方 は 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ９ 、 防 風 ス ク リ ー ン ６ お よ び 左 右 一 対 の  
前 側 フ ラ ッ シ ャ ラ ン プ ８ を 支 持 す る フ ロ ン ト カ ウ ル ７ が 配 設 さ れ て い る 。 フ ロ ン ト カ ウ ル  
７ の 車 体 後 方 か つ メ イ ン フ レ ー ム Ｆ ２ の 上 部 に は 、 燃 料 タ ン ク ３ が 配 設 さ れ て い る 。 ピ ボ  
ッ ト フ レ ー ム Ｆ ３ の 後 部 に は 、 運 転 者 が 着 座 す る 前 側 シ ー ト ２ １ お よ び パ ッ セ ン ジ ャ ー が  
着 座 す る 後 側 シ ー ト ２ ０ を 支 持 す る リ ヤ フ レ ー ム Ｆ ４ が 固 定 さ れ て い る 。 リ ヤ フ レ ー ム Ｆ  
４ の 車 幅 方 向 左 右 は リ ヤ カ ウ ル １ ９ で 覆 わ れ て お り 、 リ ヤ カ ウ ル １ ９ の 後 端 部 に は 、 尾 灯  
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装 置 １ ８ お よ び 左 右 一 対 の 後 側 フ ラ ッ シ ャ ラ ン プ １ ７ を 支 持 す る リ ヤ フ ェ ン ダ ３ ８ が 取 り  
付 け ら れ て い る 。
［ ０ ０ １ ８ ］
　 パ ワ ー ユ ニ ッ ト Ｐ の 上 部 に は 、 燃 料 噴 射 装 置 や 点 火 装 置 、 ブ レ ー キ シ ス テ ム 等 の 制 御 を  
行 う 制 御 装 置 ７ ０ が 配 設 さ れ て い る 。 車 体 フ レ ー ム Ｆ の 上 部 に は 、 前 輪 ブ レ ー キ Ｂ Ｆ の ブ  
レ ー キ 液 圧 を 生 成 す る 前 輪 側 の ブ レ ー キ ア ク チ ュ エ ー タ （ 以 下 、 単 に ア ク チ ュ エ ー タ と 示  
す こ と も あ る ） ５ ２ と 、 後 輪 ブ レ ー キ Ｂ Ｒ の ブ レ ー キ 液 圧 を 生 成 す る 後 輪 側 の ブ レ ー キ ア  
ク チ ュ エ ー タ ６ ２ と が 配 設 さ れ て い る 。 前 輪 ブ レ ー キ Ｂ Ｆ の ブ レ ー キ 液 圧 を 検 知 す る 前 輪  
ブ レ ー キ 液 圧 セ ン サ ５ ３ お よ び 後 輪 ブ レ ー キ Ｂ Ｒ の ブ レ ー キ 液 圧 を 検 知 す る 後 輪 ブ レ ー キ  
液 圧 セ ン サ ６ ３ は 、 ア ク チ ュ エ ー タ ５ ２ ， ６ ２ の 近 傍 に そ れ ぞ れ 配 設 さ れ て い る 。 ブ レ ー  
キ レ バ ー ５ ０ の 近 傍 に は 、 ブ レ ー キ レ バ ー ５ ０ に 入 力 さ れ る 操 作 力 を 検 出 す る 前 輪 ブ レ ー  
キ 操 作 力 セ ン サ ５ １ が 配 設 さ れ て お り 、 ブ レ ー キ ペ ダ ル ６ ０ の 近 傍 に は 、 ブ レ ー キ ペ ダ ル  
６ ０ に 入 力 さ れ る 操 作 力 を 検 出 す る 後 輪 ブ レ ー キ 操 作 力 セ ン サ ６ １ が 配 設 さ れ て い る 。
［ ０ ０ １ ９ ］
　 前 側 シ ー ト ２ １ の 内 部 に は 、 運 転 者 の 着 座 状 態 を 検 知 す る 着 座 セ ン サ ７ ６ が 配 設 さ れ て  
い る 。 ま た 、 ア ン ダ ガ ー ド １ ２ の 内 側 に は 、 路 面 が 濡 れ て い る か 否 か を 検 知 す る 路 面 セ ン  
サ ７ ７ が 配 設 さ れ て い る 。
［ ０ ０ ２ ０ ］
　 防 風 ス ク リ ー ン ６ の 後 方 に は 、 ブ レ ー キ シ ス テ ム の 自 動 制 御 に 用 い ら れ る
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
Ｓ ３ で は 、 ス ロ ッ ト ル 開 度 Ｔ ｈ の 検 知 が 行 わ れ る 。 続 く ス テ ッ プ Ｓ ４ で は 、 ス ロ ッ ト ル 開  
度 Ｔ ｈ が 所 定 閾 値 Ｔ ｈ １ 未 満 で あ る か 否 か が 判 定 さ れ る 。 ス テ ッ プ Ｓ ４ で 肯 定 判 定 さ れ る  
と ス テ ッ プ Ｓ ６ に 進 み 、 ブ レ ー キ シ ス テ ム の 自 動 制 御 が 継 続 さ れ る 。 続 く ス テ ッ プ Ｓ ６ で  
は 、 自 動 制 御 の 解 除 条 件 が 満 た さ れ た か 否 か が 判 定 さ れ る 。
［ ０ ０ ２ ５ ］
　 ス テ ッ プ Ｓ ６ で 肯 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ７ に 進 ん で 、 ブ レ ー キ シ ス テ ム の 自 動 制  
御 が キ ャ ン セ ル さ れ る 。 自 動 制 御 解 除 条 件 に は 、 車 速 が 所 定 値 以 下 、 ブ レ ー キ 操 作 子 の 操  
作 力 が 所 定 値 以 上 、 ス ロ ッ ト ル 操 作 量 お よ び 操 作 速 度 が 所 定 値 以 上 、 車 体 ロ ー ル 角 が 所 定  
値 以 上 、 等 が 設 定 さ れ る 。
［ ０ ０ ２ ６ ］
　 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ で 否 定 判 定 さ れ る と 、 自 動 制 御 を 継 続 せ ず に そ の ま ま ス テ ッ プ Ｓ ７  
に 進 ん で 一 連 の 制 御 を 終 了 す る 。 ま た 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ で 否 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ６  
の 判 定 に 戻 る 。
［ ０ ０ ２ ７ ］
　 図 ４ は 、 本 実 施 形 態 に 係 る 自 動 ブ レ ー キ 制 御 ２ の 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 本  
実 施 形 態 で は 、 ブ レ ー キ シ ス テ ム の 自 動 制 御 中 に ス ロ ッ ト ル 操 作 が 行 わ れ た 際 に 、 ス ロ ッ  
ト ル 開 度 Ｔ ｈ が 所 定 閾 値 Ｔ ｈ １ 以 上 で あ っ て も ス ロ ッ ト ル 回 転 角 速 度 ω が 所 定 閾 値 ω １ （  
例 え ば 、 １ 度 ／ 秒 ） 未 満 で あ れ ば 自 動 制 御 を 継 続 し 、 一 方 、 ス ロ ッ ト ル 開 度 Ｔ ｈ が 所 定 閾  
値 Ｔ ｈ １ 以 上 で か つ ス ロ ッ ト ル 回 転 角 速 度 ω が 所 定 閾 値 ω １ 以 上 で あ れ ば ブ レ ー キ シ ス テ  
ム の 自 動 制 御 を キ ャ ン セ ル す る 点 に 特 徴 が あ る 。 ス ロ ッ ト ル 回 転 角 速 度 ω は 、 ス ロ ッ ト ル  
開 度 セ ン サ ９ １ の 出 力 お よ び 制 御 装 置 ７ ０ に 設 け ら れ る タ イ マ の 出 力 に よ り 算 出 さ れ る 。
［ ０ ０ ２ ８ ］
　 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ で は 、 ブ レ ー キ シ ス テ ム の 自 動 制 御 中 で あ る か 否 か が 判 定 さ れ る 。 ス テ  
ッ プ Ｓ １ ０ で 肯 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ １ １ に 進 み 、 ス ロ ッ ト ル 操 作 が 行 わ れ た か 否  
か が 判 定 さ れ る 。 ス テ ッ プ Ｓ １ １ で 肯 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ２ に 進 み 、 ス ロ ッ ト  
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ル 開 度 Ｔ ｈ が 所 定 閾 値 Ｔ ｈ １ 以 上 で あ る か 否 か が 判 定 さ れ る 。 な お 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ で 否  
定 判 定 さ れ る と 、 そ の ま ま 一 連 の 制 御 を 終 了 す る 。
［ ０ ０ ２ ９ ］
　 ス テ ッ プ Ｓ １ ２ で 肯 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ に 進 み 、 ス ロ ッ ト ル
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